
○⊥年間で、病気・怪我により一人目の子どもを保育園に預けられなかった平   

均日数（日）  

総計   

0歳児   

1歳児   

2歳児   

3歳児   

4歳児   

5歳児  

注）調査対象は、現在保育園に預けている子どもがいる女性労働者  

出典：連合「子ども看護休暇に関する調査報告書」（2000年）  

○取得時の賃金取扱い（事業所割合、％）  

6・5  9・3 

□有給ロー部有給田無休函不明  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  
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○一年間で、予防注射・定期検診により一人目の子どもを保育園に預けられな   

かった平均日数（日）   

総計  

0歳児   

1歳児  

2歳児  

3歳児  

4歳児  

5歳児  
」  

注）調査対象は、現在保育園に預けている子どもがいる女性労働者  

出典：連合「子ども看護休暇に関する調査報告書」（2000年）  

○子どもが受ける予防接種の例  

予防接種の種類  受ける回数   望ましい時期   

BCG   1回   生後6か月未満  

ポリオ   2回   生後3か月～1歳6か月  

ジフテリア  
1期：3回   生後3か月～1歳  

百日せき  1期追加：1回  初回接種終了後1年～1年6か月後  

定 期  2期：1回   11歳  

接  

種  1期：1回   

麻しん・風しん  1歳になったらできるだけ早く  

2期：1回  

1期：2回   3歳  

日本脳炎  1期追加：1回  4歳  

2期：1回   9歳   

水ぼうそう   1回  

任 意  1回  

接 種  

B型肝炎   3回   

出典：母子健康手帳  
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○子以外で看護休暇の対象としている家族の有無（事業所割合、％）   

□対象としている臼対象としていない  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  

○子以外で看護休暇の対象としている家族の範囲（事業所割合、％）（複数回答）  

配偶者  

本人の父母   

配偶者の父母  

祖父母  

兄弟姉妹  

孫   

その他の親族   

対象に制限なし  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  
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【年次有給休暇を時間単位取得可能とすることについて】  

○年次有給休暇の望ましい取得形態  

0％  10％   20％    30％   40％   50％   60％    70％   80％   90％   100％  

時間単位での取得  口半日単イ立での取得  日1日単イ立での取得  

なるべくまとめての取得  □不明  

注）調査対象は、従業員30人以上の企業に勤務する労働者  

出典：三和総合研究所「長期休暇制度に関する調査研究」（平成12年）  
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3 育児休業の再度取得について  

【長期にわたる子どもの疾病について】  

0 0歳児の入院数 11．000人  

注）平成17年10月時点。調査日において、入院している又は新たに入院した者  

の数。  

出典：厚生労働省「平成17年患者調査」  

○入院期間  

匪～2週間  

■～1ケ月  

□～3ケ月  

□～6ケ月  

日6ケ月～  

注）平成11年12月1日現在、病的新生児病棟（NICU）を有する全国の医療  

機関に入院している患児のうち、小児科または新生児科が管理しているすべて  

の患児を対象とした調査（年齢は問わない。）。このうち、0歳児が48．2％  

を占めた。  

出典：「NICU長期入院患児の実態とその後方支援に関する全国調査」  
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【労働者のニーズ等について】  

○子一人について複数回の育児休業を認める要件として適当なもの（複数回答。   

n＝1553）  

育児をしていた配偶者の負傷・疾病等により育児が  
困難になった  

子が保育園等に通えない病気になった  

育児をしていた配偶者と別居した  

仕事の繁閑に合わせて配偶者と交代で取得する必  
要がある  

特に取得要件を設けず、複数個の育児休業を認める  
べきだ  

複数回の育児休業の取得は認めるべきではない  

その他  

無回答  

0 10 20 30 40 50 60 70 80  

注）調査対象は「10人以上規模企業の40歳以下の正社員」  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計  

中）  

○一人の子どもについて複数回に分けて取得できる育児休業を利用する理由  

くn＝724、複数回答）  

；ホ；≡昨瀬野増や 善く某ヂギ・淋一ご1、－ニ，・呵，¢∴） 

l  

1 38.5 
津鱈誉‥卜†㍑、こ1瑠    仁ヌ 7．4  

〇∪． 

子どもの状況のため  

日頃育児をしてくれていた人の状況のため  

配偶者と育児を交代で行うため  

0．0 10．0 20．0 30．0 40．0 50．0 60．0 70．0 80．0 90．0  

ロ雇用者女性口雇用者男性口雇用者計  

注）調査対象は、より利用しやすい育児休業制度として「複数回に分けて取得でき  

る育児休業」と回答した者  

出典：日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書」（平成  

15年）  

1ヨ   



01歳を超えて育児休業することができるとよい理由（n＝1125、複数回   

答）  

1歳で保育園に預けるのは早すぎるから  

保育園の入園可能時期にあわせるため  

子どもがもう少し大きくなるまで一緒にいたい  

から   

育児休業終了直前の子どもの状態（病気等）  

によっては、これにあわせた対応が必要だから  

その他  

0  10  20  30  40  50  60  70  

仁尾用者女性口雇用者男性□雇用者計  

注）調査対象は、より利用しやすい育児休業制度として「1歳を超えて育児休業を  

することができる」と回答した者  

出典：日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書」（平成  

15年）  

【企業の実態等について】  

○子一人について取得可能な育児休業の回数（n＝763）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

注）調査対象は「10人以上規模企業の40歳以下の正社員」  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計  

中）  

⊇0  
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○子一人について育児休業を複数回にわたって取得した人の有無（n＝64）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

注）調査対象は「10人以上規模企業の40歳以下の正社員」  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（集計  

中）  

○育児休業取得可能回数・取得要件別事業所割合（育児休業制度の規定がある   

事業所＝100．0％）  

取得可能回数  1歳以上の育児休業取得要件   

1回   2回   法定の要件  法定の要件を満たさなく   不明  

以上   を満たす場  

合のみ取得   

できる   る要件   し   

89．7   10．3   78．0   3．5   11．3   7．2  

注）調査対象は「常用労働者5人以上を雇用している民営事業所」  

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  
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● 4 期間雇用者の育児休業取得について  

【労働者の実態等について】  

○ 有期契約労働者の育児休業取得者割合  

出産した女性労働者に占  配偶者が出産した男性労  

める育児休業取得者の割  働者に占める育児休業取  
A  

得者の割合   

全  体   72．3   0．50   

有期契約労働者   51．5   0．10   

出典：厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）  

○ 育児休業給付の期間雇用者の支給状況  

（単位：人、％）  

初回受給者数  

期間雇用者以外   期間雇用者  

（前年比）  （前年比）   （前年比）   

平成17年度  118，339（5．4）  116，097（3．6）  2，242  

平成18年度  131，542（10．0）  126，772（8．4）  4，770（53．0）  

平成19年度  
121，923  116，741  5，182   

（20年1月まで）  

資料出所）雇用保険業務統計  
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5 在宅勤務について   

出典：以下すべてニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する  

調査」（集計中）  

【労働者のニーズ等について】  

○育児のための在宅勤務制度の利用意向  

固現在利用しているロ利用したいと思う包利用したいと思わない田利用する必要がない■分からないロ無回答  

40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  0％  10％  20％  30％  

○育児のための在宅勤務制度を利用している（したいと思う）理由  

0   10   20   30   40   50   60   70   

保育園、学童クラブ、両親等に預けられる時間が限られて  
いるから  

在宅勤務をしている時は、急な残業等を命じられることがな  
くなるから  

在宅勤務の方が周囲の同僚等にあまり気兼ねしなくてすむ  
から  

在宅勤務だと、仕事の合間に、家事や保護者会活動等も進  

めることができるから  

在宅勤務だと、子どもと一緒にいながら仕事をすることがで  

きるから   

在宅勤務だと仕事に集中できて、早く仕事が片付けられる  
から   

通勤時聞が削減できる分、子どもと一緒にいられる時間が  
増えるから  

通勤がないため、体力の消耗が少ないから  

その他  

わからな8．心  

無回答   

○仕事の内容が在宅勤務になじむか   

「 l＿＿＿＿＿  
■なじむ  田なじまない  田無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全体  

∩＝1553  

注）回答のうち「非常になじむ」「ややなじむ」を「なじむ」として、「あまりなじま   

ない」「まったくなじまない」を「なじまない」として集計。  
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【企業の実態等について】  

○育児のための在宅勤務制度の有無  

田削磨〔規定）としてある  日運用としてある  日ない  ■無回答  

0托  201i  401i  601i  801i  lOOli  

○在宅勤務制度がある企業の制度の詳細  

■在宅勤務制度の対象となる子の上限年齢  

■1歳まで  田1歳半まで  臼3読まで  ■小学校就学前まで ロ小学校3年生まで  

田小学校卒業まで  B中学生以上  山上限なし  ■無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

・在宅勤務を認める上限日数（週あたり）  

■1日未満（月3日等） 臼1～2日 四3～4日 ■5日以上・上限なし ロ個別に上限を決定する 8無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

・在宅勤務者の平均的な在宅勤務日数（週あたり）  

■1日未満（月3日等）田1－2日 四3～4日 ●5日以上 口把握していない 田在宅勤務者がいない 田無回答  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  
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・在宅勤務制度を利用する場合、取扱いが異なるもの  

0  10  20  30  40  
50 桝）  

裟幕内眉  

薫稿重  

職圭  

集金   

鼻指・鼻緒の取撒い  

業粍評価の取撒い  

そ中畑   

異なる取撒し＼は吐い  

○在宅勤務制度がない企業の未導入理由  

0 10  20  30  40  50  60  7ロ  引つ胱）  

育児中の人等、馴鹿の対象となるi廣業点が少なしヽ  

削廣巾村集となるは楽員はいるが、在宅軌潮巾ニースがな  

し1  

他のi蓬業且の且荷が高まる■  

在宅軌冒削＝なしまない業務が与しヽ  

在宅勤覇を認めると勤覇管理が鰐闇になる  

その他  

無匡l昔  

○在宅勤務制度が導入しやすいかどうか（職種別）  

＝  描人できる  臼き占．l、できない  臼詑当する職権がない  薗無匡憎：  

Oli  201i  ヰOli  601i  8Dli  lOOIi  

専門】披・ほ補職  
∩＝；了61  

管甥職  
∩＝763  

幸手貞慰  
n－76〕  

営業丑t  

n＝763  

転売職  
∩＝Jbこゴ  

サー・ビュ職  

n＝763  

生産：・ほ自己職  

n＝7百3   

注）「導入  

て集計。  
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O「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月 少子化社会   

対策会議決定） 抜粋  

1 重点戦略策定の視点  

（結婚や出産・子育てに関しての国民の希望と現実の帝離）  

○他方、新人口推計の前提となっている今後の結婚や出産の動向（生涯未婚率23．6％、   

夫婦完結出生児数1．69人、2055年の合計特殊出生率は1．26。）と、国民の希望する結   

婚や出産（約9割が結婚を希望、希望子ども数2人以上）には大きな帝離が存在する。  

○ この事離を生み出している要因は、各種の調査や研究が示唆するところによれば、   

（結婚）経済的基盤、雇用・キャリアの将来の見通しや安定性   

（出産）子育てしながら就業継続できる見通し、仕事と生活の調和の確保度合い   

（特に第2子以降）夫婦間の家事・育児の分担度合い、育児不安の度合い   

（特に第3子以降）教育費の負担感（ただし1970年代以降生まれの世代では1人目、  

2人目からについても負担感が強く意識される傾向）   

などがあげられる。  

○国民の希望する結婚や出産■子育てが実現したと仮定して出生率を計算すると、1．75   

程度となる。結婚や出産は言うまでもなく個人の決定に委ねられるものであるが、国民   

の希望の実現を妨げる社会的な要因が存在し、それが将来の社会経済に大きな影響を及   

ぼすことを考えると、この帝離を生み出している要因を除去し、国民の希望が実現でき   

る社会経済環境を整備することは、我が国にとって不可欠な政策課題である。  
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結婚や出生行動に影響を及ぼしていると示唆される要素の整理  
（各種調査・研究結果から示唆される要素を可能な限り整理したもの）  

《結婚》←経済的基盤、雇用ヰヤリアの将来の見通し・安定性  
→ 未婚率 高  

） 

→未婚率高  

○ 経済的基盤：  収入が低く雇用が不安定な男性  

○ 出産後の継続就業の見通し：非正規雇用の女性  

育休が利用できない職場の女性  

保育所待機児童が多い地域の女性  

子育てしながら就業継続できる見通し、仕事と家庭の調和  《出産（第1子～）》 ←   

○ 出産後の継続就業の見通し＝育休利用可能  →出産確率高  
○仕事と家庭生活との調和＝  ‾出産確率氏 

巨働き方＋分担＋保育所利用   れることで 

〕  




